
 

 

 

 

 

基本設計方針に関する説明資料 

【第 48 条 準用】 

【第 78 条 準用】 

 

・要求事項との対比表 

（設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説

明書に係る様式－７） 

・条文の設計の考え方 

（設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説

明書に係る様式－６） 

・先行審査プラントの記載との比較 

 

 
2021年11月 

中国電力株式会社 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

島根原子力発電所第２号機 審査資料 

資料番号   NS2-基-048 

提出年月日 2021年 11月 25日  

 



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-1 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

様式－7 

要求事項との対比表（ＤＢ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

 

（準用） 

 

第四十八条 第十七条第十五号

の規定及び発電用火力設備に関

する技術基準を定める省令第二

章の規定は，設計基準対象施設

に施設する補助ボイラーについ

て準用する。① 

 

【解釈】 

１ 第１項において準用する第

１７条第１５号に規定する「主

要な耐圧部の溶接部」とは，以

下に掲げるものの溶接部をい

う。 

 

 

 

 

 

（１） 設計基準対象施設の補助

ボイラーに属する容器のうち，

次に定める圧力以上の圧力を加

えられる部分（以下「耐圧部」）

について溶接を必要とするもの 

 

イ 水用の容器又は管であって，

最高使用温度１００℃未満のも

のについては，最高使用圧力１

 

 

 

 

発電用原子炉施設には，設計

基準事故に至るまでの間に想

定される使用条件として，液体

廃棄物処理系，タンクの保温用

等及び主蒸気が使用できない

場合の原子炉施設の起動及び

停止時にタービングランドの

シール及び空気抽出器駆動に

必要な蒸気を供給する能力を

有する補助ボイラ（「1，2号機

共用」（以下同じ。））を設置す

る。 

 

補助ボイラは，発電用原子炉

施設の安全性を損なわない設

計とする。 

 

 

設計基準対象施設に施設す

る補助ボイラに属する主要な

耐圧部の溶接部は，次のとおり

とし，使用前事業者検査により

適用基準及び適用規格に適合

していることを確認する。 

 

 

(1)不連続で特異な形状でない

 

 

 

 

発電用原子炉施設には，設計

基準事故に至るまでの間に想

定される使用条件として，液体

廃棄物処理系，タンクの保温用

等及び主蒸気が使用できない

場合の原子炉施設の起動及び

停止時にタービングランドの

シール及び空気抽出器駆動に

必要な蒸気を供給する能力を

有する補助ボイラ（「1，2号機

共用」（以下同じ。））を設置す

る。 

 

補助ボイラは，発電用原子炉

施設の安全性を損なわない設

計とする。 

①-1，①-2【48 条 1】 

 

設計基準対象施設に施設す

る補助ボイラに属する主要な

耐圧部の溶接部は，次のとおり

とし，使用前事業者検査により

適用基準及び適用規格に適合

していることを確認する。 

②【48 条2】 

 

(1)不連続で特異な形状でない

ロ 発電用原子炉施設の一般

構造 

(3) その他の主要な構造 

(ae) 所内ボイラ 

発電用原子炉施設には，ター

ビン，液体廃棄物処理系，タン

クの保温用等に必要な蒸気を

供給する能力がある所内ボイ

ラを設置する。所内ボイラ（１

号及び２号炉共用，既設）は，

発電用原子炉施設の安全性を

損なわない設計とする。 

①-1 

 

ヌ その他発電用原子炉の附属

施設の構造及び設備 

(3) その他の主要な事項 

（ⅲ）所内ボイラ 

発電所の運転に必要な量，圧

力の蒸気を供給できる系統構

成とする。 

所内ボイラ（１号及び２号炉

共用，既設）の損傷時において

も，発電用原子炉施設の安全性

に影響を与えない設計とする。 

□1 (①-3) 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

1. 安全設計 

1.10 発電用原子炉設置変更

許可申請に係る安全設計の方

針 

1.10.1 発電用原子炉設置変

更許可申請（平成 25年 12月 25

日申請）に係る実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規

則への適合 

 

（補助ボイラー） 

第三十六条（条文省略） 

適合のための設計方針 

１ について 

所内ボイラは，液体廃棄物処

理系の濃縮器，排ガス予熱器等

の加熱用，屋外タンクの保温

用，原子炉施設の起動及び停止

時にタービン・グランドのシー

ル及び空気抽出器駆動用にも

蒸気を供給する設備である。 

①-2，◇1 (①-1) 

 

所内ボイラは，発電用原子炉

の運転に必要な量，圧力の蒸気

を供給できる系統構成とし， 

◇2 (①-3) 

蒸気は，所内ボイラの蒸気溜め

から蒸気母管を経て，蒸気を使

用する各機器に供給できる設

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・設備変更許可と整合を図るた

め記載。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.1 補助ボイラの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-2 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

９６０ｋＰａ② 

 

ロ 液化ガス（通常の使用状態で

の温度における飽和圧力が１９

６ｋＰａ以上であって現に液体

の状態であるもの又は圧力が１

９６ｋＰａにおける飽和温度が

３５℃以下であって現に液体の

状態であるものをいう。以下同

じ。）用の容器又は管について

は，最高使用圧力０ｋＰａ② 

 

ハ イ又はロに規定する容器以

外の容器については，最高使用

圧力９８ｋＰａ② 

 

ニ イ又はロに規定する管以外

の管については，最高使用圧力

９８０ｋＰａ（長手継手の部分

にあっては，４９０ｋＰａ）② 

 

（２） 設計基準対象施設の補助

ボイラーに係る外径１５０ｍｍ

以上の管のうち，耐圧部につい

て溶接を必要とするもの② 

 

２ 第１項において準用する第

１７条第１５号の規定に適合す

る溶接部は，次の（１）又は（２）

のいずれかに適合したものをい

う。 

 

（１）「溶接規格 2007」及び「設

設計とする。 

 

 

 

 

(2)溶接による割れが生ずるお

それがなく，かつ，健全な溶接

部の確保に有害な溶込み不良

その他の欠陥がないことを非

破壊試験により確認する。 

 

 

(3)適切な強度を有する設計と

する。 

 

 

 

 

(4)適切な溶接施工法，溶接設

備及び技能を有する溶接士で

あることを機械試験その他の

評価方法によりあらかじめ確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計とする。 

②【48 条3】 

 

 

 

(2)溶接による割れが生ずるお

それがなく，かつ，健全な溶接

部の確保に有害な溶込み不良

その他の欠陥がないことを非

破壊試験により確認する。 

②【48 条4】 

 

(3)適切な強度を有する設計と

する。 

②【48 条5】 

 

 

 

(4)適切な溶接施工法，溶接設

備及び技能を有する溶接士で

あることを機械試験その他の

評価方法によりあらかじめ確

認する。 

②【48 条6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計とする。 

◇1 (①-4) 

 

２ について 

所内ボイラの損傷時におい

ても，発電用原子炉施設の安全

性を損なわない設計とする。 

◇1 (①-1) 

 

12.5 所内ボイラ（１号炉と共

用，一部既設） 

12.5.1 概要 

所内ボイラは，液体廃棄物処

理系の濃縮器，排ガス予熱器等

の加熱用，屋外タンクの保温

用，原子炉施設の起動及び停止

時にタービン・グランドのシー

ル及び空気抽出器駆動用にも

使用するほか，建物の暖房用に

も使用する。 

◇2 (①-2) 

 

12.5.2 設計方針 

 設計方針 

(1)必要な量，圧力の蒸気を供

給できるようにする。 

◇2 (①-3) 

 

(2) 使用した蒸気のうち回収

できるものは，所内ボイラの給

水タンクに集め，ボイラ用水と

して再使用する。 

①-4 

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 補助ボイラの設計条件 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-3 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

計・建設規格 2005(2007)」の規

定に「日本機械学会「溶接規格」

等の適用に当たって（別記－

５）」の要件を付したもの② 

 

（２）「溶接規格 2012(2013)」

及び「設計・建設規格 2012」の

規定に「日本機械学会「設計・

建設規格」及び「材料規格」の

適用に当たって（別記－２）」及

び「日本機械学会「溶接規格」

等の適用に当たって（別記－

５）」の要件を付したもの（「溶

接規格 2007技術評価書」，「溶接

規格 2012(2013)技術評価書」，

「設計・建設規格 2007技術評価

書」及び「設計・建設規格 2012

技術評価書」）② 

 

５ 火力省令の準用に当たって

は，「発電用火力設備の技術基準

の解釈」の該当部分によること。

③火 

 

発電用火力設備に関する技術

基準を定める省令（平成九年

三月二十七日通商産業省令第

五十一号） 

第二章 ボイラー等及びその

附属設備 

（ボイラー等及びその附属設

備の材料） 

第五条 ボイラー（火気、燃焼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設に施設す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象施設に施設す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 所内ボイラは，長期連続運

転及び負荷変動に耐えるよう

にする。 

①-5 

 

12.5.3 主要設備 

所内ボイラは，ボイラ本体，

重油燃焼装置，通風装置，給水

設備，自動燃焼制御装置，缶水

処理装置等で構成する。 

①-3 

 

所内ボイラの主要機器仕様

を第 12.5－1表に示す。 

◇3  

 

第12.5－1表 所内ボイラ主要

機器仕様 

 

ボイラ本体 

 基数 ４ 

 容量 約 10t/h×２   

    基（１号及び２号炉共

用，既設） 

    約 20t/h×１   

    基（１号及び２号炉共

用，既設） 

約 30t/h×１   

    基（１号及び２号炉共

用，既設） 

最高使用圧力 

    約 20kg/㎝２g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-4 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

ガスその他の高温ガス若しく

は電気によって水等の熱媒体

を加熱するものであって、当

該加熱により当該蒸気を発生

させこれを他の設備に供給す

るもの又は当該加熱（相変化

を伴うものを除く。）により当

該水等の熱媒体を大気圧力に

おける飽和温度以上とし、こ

れを蒸気タービン若しくはガ

スタービンに供給するものの

うち、ガス化炉設備（石炭、

石油その他の燃料を加熱し、

酸素と化学反応させることに

よりガス化させ、発生したガ

スをガスタービンに供給する

容器（以下「ガス化炉」とい

う。）、そのガスを通ずること

によって熱交換等を行う容器

及びこれらに附属する設備の

うち、液化ガス設備（液化ガ

スの貯蔵、輸送、気化等を行

う設備及びこれに附属する設

備をいう。以下同じ。）を除く。

以下同じ。）を除く。以下同

じ。）、独立過熱器（火気、燃

焼ガスその他の高温ガス又は

電気によって蒸気を過熱する

もの（ボイラー、ガスタービ

ン、内燃機関又は燃料電池設

備に属するものを除く。）をい

う。以下同じ。）又は蒸気貯蔵

器（以下「ボイラー等」とい

る補助ボイラー及びその附属

設備の耐圧部分に使用する材

料は，安全な化学的成分及び機

械的強度を有するとともに，耐

圧部分の構造は，最高使用圧力

及び最高使用温度において，発

生する応力に対して安全な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る補助ボイラ及びその附属設

備の耐圧部分に使用する材料

は，安全な化学的成分及び機械

的強度を有するとともに，耐圧

部分の構造は，最高使用圧力及

び最高使用温度において，発生

する応力に対して安全な設計

とする。 

③火1【48 条7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 補助ボイラの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-5 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

う。）及びその附属設備（ポン

プ、圧縮機及び液化ガス設備

を除く。）に属する容器及び管

の耐圧部分に使用する材料

は、最高使用温度において材

料に及ぼす化学的影響及び物

理的影響に対し、安全な化学

的成分及び機械的強度を有す

るものでなければならない。

③火 1 

 

（ボイラー等及びその附属設

備の構造） 

第六条 ボイラー等及びその

附属設備（液化ガス設備を除

く。以下この章において同

じ。）の耐圧部分の構造は、最

高使用圧力又は最高使用温度

において発生する最大の応力

に対し安全なものでなければ

ならない。この場合において、

耐圧部分に生ずる応力は当該

部分に使用する材料の許容応

力を超えてはならない。 

③火 1 

 

（安全弁） 

第七条 ボイラー等及びその

附属設備であって過圧が生ず

るおそれのあるものにあって

は、その圧力を逃がすために

適当な安全弁を設けなければ

ならない。この場合において、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラの缶体には，圧力

の上昇による設備の損傷防止

のため，最大蒸発量と同等容量

以上の安全弁を設ける設計と

する。 

補助ボイラの缶体には，圧力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラの缶体には，圧力

の上昇による設備の損傷防止

のため，最大蒸発量と同等容量

以上の安全弁を設ける設計と

する。 

補助ボイラの缶体には，圧力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-6 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

当該安全弁は、その作動時に

ボイラー等及びその附属設備

に過熱が生じないように施設

しなければならない。③火 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の上昇による設備の損傷防止

のため，ドラム内水位，ドラム

内圧力等の運転状態を計測す

る装置を設ける設計とする。 

 

 

補助ボイラは，ボイラ本体，

重油燃焼装置，通風装置，給水

設備，自動燃焼制御装置，缶水

処理装置等で構成し，蒸気を蒸

気だめより所内蒸気系母管を

経て，蒸気を使用する各機器に

供給できる設計とする。蒸気使

用機器で使用される蒸気のう

ち回収できるものは，所内蒸気

回収ドレンより補助ボイラー

の給水タンクに集め，ボイラ用

水として再使用し，給水使用量

を低減できる設計とする。 

 

 

 

補助ボイラは，長期連続運転

及び負荷変動に対応できる設

計とし，設計基準事故時及び当

該事故に至るまでの間に想定

される全ての環境条件におい

て，その機能を発揮できる設計

とするとともに，補助ボイラの

健全性及び能力を確認するた

め，必要な箇所の保守点検（試

験及び検査を含む。）ができる

よう設計する。 

の上昇による設備の損傷防止

のため，ドラム内水位，ドラム

内圧力等の運転状態を計測す

る装置を設ける設計とする。 

③火2，③火6【48 条8】 

 

 補助ボイラは，ボイラ本体，

重油燃焼装置，通風装置，給水

設備，自動燃焼制御装置，缶水

処理装置等で構成し，蒸気を蒸

気だめより所内蒸気系母管を

経て，蒸気を使用する各機器に

供給できる設計とする。蒸気使

用機器で使用される蒸気のう

ち回収できるものは，所内蒸気

回収ドレンより補助ボイラの

給水タンクに集め，ボイラ用水

として再使用し，給水使用量を

低減できる設計とする。 

①-3，①-4【48 条9】 

 

 

 補助ボイラは，長期連続運転

及び負荷変動に対応できる設

計とし，設計基準事故時及び当

該事故に至るまでの間に想定

される全ての環境条件におい

て，その機能を発揮できる設計

とするとともに，補助ボイラの

健全性及び能力を確認するた

め，必要な箇所の保守点検（試

験及び検査を含む。）ができる

よう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・設備変更許可と整合を図るた

め記載。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・設備変更許可と整合を図るた

め記載。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-3 引用元：P3 

①-4 引用元：P2 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-7 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

（給水装置） 

第八条 ボイラーには、その最

大連続蒸発時において、熱的

損傷が生ずることのないよう

水を供給できる給水装置を設

けなければならない。 

③火 3 

 

２ 設備の異常等により、循環

ボイラーの水位又は貫流ボイ

ラーの給水流量が著しく低下

した際に、急速に燃料の送入

を遮断してもなおボイラーに

損傷を与えるような熱が残存

する場合にあっては、当該ボ

イラーには、当該損傷が生ず

ることのないよう予備の給水

装置を設けなければならな

い。 

③火 3 

 

（蒸気及び給水の遮断） 

第九条 ボイラーの蒸気出口

（安全弁からの蒸気出口及び

再熱器からの蒸気出口を除

く。）は、蒸気の流出を遮断で

きる構造でなければならな

い。ただし、他のボイラーと

結合されたボイラー以外のボ

イラーから発生する蒸気が供

給される設備の入口で蒸気の

流路を遮断することができる

 

 

補助ボイラは，補助ボイラの

最大連続蒸発時において，熱的

損傷が生ずることのないよう

水を供給できる適切な容量の

給水設備を設け，給水の入口及

び蒸気の出口については，流路

を速やかに遮断できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-5【48 条10】 

 

補助ボイラは，補助ボイラの

最大連続蒸発時において，熱的

損傷が生ずることのないよう

水を供給できる適切な容量の

給水設備を設け，給水の入口及

び蒸気の出口については，流路

を速やかに遮断できる設計と

する。 

③火3，③火4【48 条11】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-5 引用元：P2,3 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-8 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

場合における当該ボイラーの

蒸気出口又は二個以上のボイ

ラーが一体となって蒸気を発

生しこれを他に供給する場合

における当該ボイラー間の蒸

気出口にあってはこの限りで

ない。 

③火 4 

 

２ ボイラーの給水の入口は、

給水の流路を速やかに自動

で、かつ、確実に遮断できる

構造でなければならない。た

だし、ボイラーごとに給水装

置を設ける場合において、ボ

イラーに最も近い給水加熱器

の出口又は給水装置の出口

が、給水の流路を速やかに自

動で、かつ、確実に遮断でき

る構造である場合における当

該ボイラーの給水の入口又は

二個以上のボイラーが一体と

なって蒸気を発生しこれを他

に供給する場合における当該

ボイラー間の給水の入口にあ

ってはこの限りでない。 

③火 4 

 

（ボイラーの水抜き装置） 

第十条 循環ボイラーには、ボ

イラー水の濃縮を防止し、及

び水位を調整するために、ボ

イラー水を抜くことができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラは，ボイラ水の濃

縮を防止し，及び水位を調整す

るために，補助ボイラ水を抜く

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補助ボイラは，ボイラ水の濃

縮を防止し，及び水位を調整す

るために，補助ボイラ水を抜く

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-9 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

装置を設けなければならな

い。③火 5 

 

（計測装置） 

第十一条 ボイラー等には、設

備の損傷を防止するため運転

状態を計測する装置を設けな

ければならない。 

③火 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令第十九条か

ら第二十三条までの規定は、設

計基準対象施設に施設するガス

タービンについて準用する。 

 

【解釈】 

３ ガスタービンの附属設備に

属する容器及び管は発電用原子

炉施設に含まれることから、第

１７条、第２０条及び第２１条

によりそれぞれ材料及び構造、

安全弁等並びに耐圧試験の規定

が適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラから排出される

ばい煙については，良質燃料

（Ａ重油）を使用することによ

り，硫黄酸化物排出量，窒素酸

化物濃度及びばいじん濃度を

低減する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③火5【48 条12】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラから排出される

ばい煙については，良質燃料

（Ａ重油）を使用することによ

り，硫黄酸化物排出量，窒素酸

化物濃度及びばいじん濃度を

低減する設計とする。 

⑦【48 条42】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・技術基準規則の要求事項に該

当なし。 

・差異なし 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助ボイラー 

1.2 補助ボイラの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-10 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

３ 発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令第二十五条

から第二十九条までの規定は、

設計基準対象施設に施設する内

燃機関について準用する。 

④，⑤火 

 

【解釈】 

４ 内燃機関の附属設備に属す

る容器及び管は発電用原子炉施

設に含まれることから、第１７

条、第２０条及び第２１条によ

りそれぞれ材料及び構造、安全

弁等並びに耐圧試験の規定が適

用される。 

④ 

 

５ 火力省令の準用に当たって

は、「発電用火力設備の技術基準

の解釈」の該当部分によること。 

⑤火 

 

発電用火力設備に関する技術

基準を定める省令 

（平成九年三月二十七日通商

産業省令第五十一号） 

 

（内燃機関等の構造等） 

第二十五条 内燃機関は、非常

調速装置が作動したときに達

する回転速度に対して構造上

十分な機械的強度を有するも

のでなければならない。 

設計基準対象施設に施設す

る内燃機関（以下「内燃機関」

という。）の附属設備に属する

容器及び管は発電用原子炉施

設として，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準

に関する規則」の材料及び構

造，安全弁等，耐圧試験等の規

定を満たす設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内燃機関は，非常調速装置が

作動したときに達する回転速

度に対して構造上十分な機械

的強度を有する設計とする。 

 

設計基準対象施設に施設す

る内燃機関（以下「内燃機関」

という。）の附属設備に属する

容器及び管は発電用原子炉施

設として，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準

に関する規則」の材料及び構

造，安全弁等，耐圧試験等の規

定を満たす設計とする。 

④【48 条14】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内燃機関は，非常調速装置が

作動したときに達する回転速

度に対して構造上十分な機械

的強度を有する設計とする。 

⑤火1【48 条15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-11 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

⑤火 1 

 

２ 内燃機関の軸受は、運転中

の荷重を安定に支持できるも

のであって、かつ、異常な摩

耗、変形及び過熱が生じない

ものでなければならない。 

⑤火 2 

 

３ 内燃機関及びその附属設

備（液化ガス設備を除く。第

二十八条において同じ。）の耐

圧部分の構造は、最高使用圧

力又は最高使用温度において

発生する最大の応力に対し安

全なものでなければならな

い。この場合において、耐圧

部分に生ずる応力は当該部分

に使用する材料の許容応力を

超えてはならない。 

⑤火 3 

 

４ 内燃機関が一般用電気工

作物である場合であって、屋

内その他酸素欠乏の発生のお

それのある場所に設置すると

きは、給排気部を適切に施設

しなければならない。 

 

（調速装置） 

第二十六条 誘導発電機と結

合する内燃機関以外の内燃機

関には、その回転速度及び出

 

 

内燃機関の軸受は運転中の

荷重を安定に支持できるもの

であって，かつ，異常な摩耗，

変形及び過熱が生じない設計

とする。 

 

 

内燃機関の耐圧部の構造は，

最高使用圧力又は最高使用温

度において発生する耐圧部分

に生じる応力は当該部分に使

用する材料の許容応力以下と

なる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

内燃機関を屋内に設置する

ときは，酸素欠乏の発生のおそ

れのないように，給排気部を設

ける設計とする。 

 

 

 

 

内燃機関は，その回転速度及

び出力が負荷の変動により持

続的に動揺することを防止す

 

 

 内燃機関の軸受は運転中の

荷重を安定に支持できるもの

であって，かつ，異常な摩耗，

変形及び過熱が生じない設計

とする。 

⑤火2【48 条16】 

  

内燃機関の耐圧部の構造は，

最高使用圧力又は最高使用温

度において発生する耐圧部分

に生じる応力は当該部分に使

用する材料の許容応力以下と

なる設計とする。 

⑤火3【48 条17】 

 

 

 

 

 

 

内燃機関を屋内に設置する

ときは，酸素欠乏の発生のおそ

れのないように，給排気部を設

ける設計とする。 

⑧【48 条39】 

 

 

 

内燃機関は，その回転速度及

び出力が負荷の変動により持

続的に動揺することを防止す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・要求事項に対する設計の明確

化。（なお，一般用電気工作物

である内燃機関は施設しない

ため，技術基準規則の要求事項

に該当する設備無し） 

・差異なし。 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

同原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-12 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

力が負荷の変動の際にも持続

的に動揺することを防止する

ため、内燃機関に流入する燃

料を自動的に調整する調速装

置を設けなければならない。

この場合において、調速装置

は、定格負荷を遮断した場合

に達する回転速度を非常調速

装置が作動する回転速度未満

にする能力を有するものでな

ければならない。 

⑤火 4 

 

（非常停止装置） 

第二十七条 内燃機関には、運

転中に生じた過回転その他の

異常による危害の発生を防止

するため、その異常が発生し

た場合に内燃機関に流入する

燃料を自動的かつ速やかに遮

断する非常調速装置その他の

非常停止装置を設けなければ

ならない。 

⑤火 5 

 

（過圧防止装置） 

第二十八条 内燃機関及びそ

の附属設備であって過圧が生

ずるおそれのあるものにあっ

ては、その圧力を逃がすため

に適当な過圧防止装置を設け

なければならない。 

⑤火 6 

る調速装置を設けるとともに，

運転中に生じた過速度その他

の異常による設備の破損を防

止するため，その異常が発生し

た場合に内燃機関を安全に停

止させる非常調速装置その他

の非常停止装置を設置する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内燃機関及びその附属設備

であって過圧が生じるおそれ

のあるものには，適切な過圧防

止装置を設ける設計とする。 

 

 

 

る調速装置を設けるとともに，

運転中に生じた過速度その他

の異常による設備の破損を防

止するため，その異常が発生し

た場合に内燃機関を安全に停

止させる非常調速装置その他

の非常停止装置を設置する設

計とする。 

⑤火4，⑤火5【48 条18】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内燃機関及びその附属設備

であって過圧が生じるおそれ

のあるものには，適切な過圧防

止装置を設ける設計とする。 

⑤火6【48 条19】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-13 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

 

（計測装置） 

第二十九条 内燃機関には、設

備の損傷を防止するため運転

状態を計測する装置を設けな

ければならない。 

⑤火 7 

 

２ 内燃機関が一般用電気工

作物である場合には、前項の

規定は適用しない。 

 

４ 原子力発電工作物に係る電

気設備に関する技術基準を定め

る命令（平成二十四年経済産業

省令第七十号）第四条から第十

六条まで、第十九条から第二十

八条まで及び第三十条から第三

十五条までの規定は、設計基準

対象施設に施設する電気設備に

ついて準用する。 

⑥電 

 

【解釈】 

６ 原子力発電工作物に係る電

気設備に関する技術基準を定め

る命令（平成２４年経済産業省

令第７０号）の準用に当たって

は、「原子力発電工作物に係る電

気設備の技術基準の解釈」（原規

技発第 1306199 号（平成２５年

６月１９日原子力規制委員会決

定））の該当部分によること。 

 

 

内燃機関には，設備の損傷を

防止するために，回転速度，潤

滑油圧力及び潤滑油温度等の

運転状態を計測する装置を設

ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内燃機関には，設備の損傷を

防止するために，回転速度，潤

滑油圧力及び潤滑油温度等の

運転状態を計測する装置を設

ける設計とする。 

⑤火7【48 条20】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービ

ンの設計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-14 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

⑥電 

 

原子力発電工作物に係る電気

設備に関する技術基準を定め

る命令 

（平成二十四年経済産業省令

第七十号） 

 

（電気設備における感電、火

災等の防止） 

第四条 電気設備は、感電、火

災その他人体に危害を及ぼ

し、又は物件に損傷を与える

おそれがないように施設しな

ければならない。 

⑥電 1 

 

（電路の絶縁） 

第五条 電路は、大地から絶縁

しなければならない。ただし、

構造上やむを得ない場合であ

って通常予見される使用形態

を考慮し危険のおそれがない

場合、又は混触による高電圧

の侵入等の異常が発生した際

の危険を回避するための接地

その他の保安上必要な措置を

講ずる場合は、この限りでな

い。 

⑥電 2 

 

２ 前項の場合にあっては、そ

の絶縁性能は事故時に想定さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設に施設す

る電気設備（以下「電気設備」

という。）は，感電又は火災の

おそれがないように接地し，充

電部分に容易に接触できない

設計とする。 

 

 

電気設備は，電路を絶縁し，

電線等が接続部分において電

気抵抗を増加させないように

端子台等により接続するほか，

期待される使用状態において

断線のおそれがない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象施設に施設す

る電気設備（以下「電気設備」

という。）は，感電又は火災の

おそれがないように接地し，充

電部分に容易に接触できない

設計とする。 

⑥電1【48 条21】 

 

電気設備は，電路を絶縁し，

電線等が接続部分において電

気抵抗を増加させないように

端子台等により接続するほか，

期待される使用状態において

断線のおそれがない設計とす

る。 

⑥電2，⑥電3，⑥電4 

【48 条22】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-15 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

れる異常電圧を考慮し、絶縁

破壊による危険のおそれがな

いものでなければならない。 

⑥電 2 

 

３ 変成器内の巻線と当該変

成器内の他の巻線との間の絶

縁性能は、事故時に想定され

る異常電圧を考慮し、絶縁破

壊による危険のおそれがない

ものでなければならない。 

⑥電 2 

 

（電線等の断線の防止） 

第六条 電線、支線、架空地線、

弱電流電線等（弱電流電線及

び光ファイバケーブルをい

う。以下同じ。）その他の電気

設備の保安のために施設する

線は、通常の使用状態におい

て断線のおそれがないように

施設しなければならない。 

⑥電 3 

 

（電線の接続） 

第七条 電線を接続する場合

は、接続部分において電線の

電気抵抗を増加させないよう

に接続するほか、絶縁性能の

低下（裸電線を除く。）及び通

常の使用状態において断線の

おそれがないようにしなけれ

ばならない。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-16 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

⑥電 4 

 

（電気機械器具の熱的強度） 

第八条 電路に施設する電気

機械器具は、通常の使用状態

においてその電気機械器具に

発生する熱に耐えるものでな

ければならない。 

⑥電 5 

 

（高圧又は特別高圧の電気機

械器具の危険の防止） 

第九条 高圧又は特別高圧の

開閉器、遮断器、避雷器その

他これらに類する器具であっ

て、動作時にアークを生ずる

ものは、火災のおそれがない

よう、木製の壁又は天井その

他の可燃性の物から離して施

設しなければならない。ただ

し、耐火性の物で両者の間を

隔離した場合は、この限りで

ない。 

⑥電 6 

 

（電気設備の接地） 

第十条 電気設備の必要な箇

所には、異常時の電位上昇、

高電圧の侵入等による感電、

火災その他人体に危害を及ぼ

し、又は物件への損傷を与え

るおそれがないよう、接地そ

の他の適切な措置を講じなけ

 

 

 

電気設備における電路に施

設する電気機械器具は，期待さ

れる使用状態において発生す

る熱に耐えるものとし，高圧又

は特別高圧の電気機械器具に

ついては，可燃性の物と隔離す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備は，電流が安全かつ

確実に大地に通じることがで

きるよう，適切な箇所に接地を

施す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

電気設備における電路に施

設する電気機械器具は，期待さ

れる使用状態において発生す

る熱に耐えるものとし，高圧又

は特別高圧の電気機械器具に

ついては，可燃性の物と隔離す

る設計とする。 

⑥電5，⑥電6【48 条23】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備は，電流が安全かつ

確実に大地に通じることがで

きるよう，適切な箇所に接地を

施す設計とする。 

⑥電7，⑥電8【48 条24】 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-17 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

ればならない。ただし、電路

に係る部分にあっては、第五

条第一項の規定に定めるとこ

ろによりこれを行わなければ

ならない。 

⑥電 7 

 

（電気設備の接地の方法） 

第十一条 電気設備に接地を

施す場合は、電流が安全かつ

確実に大地に通ずることがで

きるようにしなければならな

い。 

⑥電 8 

 

（特別高圧電路等と結合する

変圧器等の火災等の防止） 

第十二条 高圧又は特別高圧

の電路と低圧の電路とを結合

する変圧器は、高圧又は特別

高圧の電圧の侵入による低圧

側の電気設備の損傷、感電又

は火災のおそれがないよう、

当該変圧器における適切な箇

所に接地を施さなければなら

ない。ただし、施設の方法又

は構造によりやむを得ない場

合であって、変圧器から離れ

た箇所における接地その他の

適切な措置を講ずることによ

り低圧側の電気設備の損傷、

感電又は火災のおそれがない

場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備における高圧の電

路と低圧の電路とを結合する

変圧器には，適切な箇所に接地

を施し，変圧器により特別高圧

の電路に結合される高圧の電

路には，避雷器を施設する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備における高圧の電

路と低圧の電路とを結合する

変圧器には，適切な箇所に接地

を施し，変圧器により特別高圧

の電路に結合される高圧の電

路には，避雷器を施設する設計

とする。 

⑥電9【48 条25】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-18 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

⑥電 9 

 

２ 変圧器によって特別高圧

の電路に結合される高圧の電

路には、特別高圧の電圧の侵

入による高圧側の電気設備の

損傷、感電又は火災のおそれ

がないよう、接地を施した放

電装置の施設その他の適切な

措置を講じなければならな

い。 

⑥電 9 

 

（過電流からの電線及び電気

機械器具の保護対策） 

第十三条 電路の必要な箇所

には、過電流による過熱焼損

から電線及び電気機械器具を

保護し、かつ、火災の発生を

防止できるよう、過電流遮断

器を施設しなければならな

い。 

⑥電 10 

 

（地絡に対する保護対策） 

第十四条 電路には、地絡が生

じた場合に、電線若しくは電

気機械器具の損傷、感電又は

火災のおそれがないよう、地

絡遮断器の施設その他の適切

な措置を講じなければならな

い。ただし、電気機械器具を

乾燥した場所に施設する等地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備は，電路の必要な箇

所に過電流遮断器又は地絡遮

断器を施設する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備は，電路の必要な箇

所に過電流遮断器又は地絡遮

断器を施設する設計とする。 

⑥電10，⑥電11【48 条26】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-19 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

絡による危険のおそれがない

場合は、この限りでない。 

⑥電 11 

 

（電気設備の電気的、磁気的

障害の防止） 

第十五条 電気設備は、他の電

気設備その他の物件の機能に

電気的又は磁気的な障害を与

えないように施設しなければ

ならない。 

⑥電 12 

 

（高周波利用設備への障害の

防止） 

第十六条 高周波利用設備（電

路を高周波電流の伝送路とし

て利用するものに限る。以下

この条において同じ。）は、他

の高周波利用設備の機能に継

続的かつ重大な障害を及ぼす

おそれがないように施設しな

ければならない。 

 

（架空電線の感電の防止） 

第十九条 低圧又は高圧の架

空電線には、感電のおそれが

ないよう、使用電圧に応じた

絶縁性能を有する絶縁電線又

はケーブルを使用しなければ

ならない。 

ただし、通常予見される使用

形態を考慮し、感電のおそれ

 

 

 

 

 

 

電気設備は，他の電気設備そ

の他の物件の機能に電気的又

は磁気的な障害を与えない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備は，他の電気設備そ

の他の物件の機能に電気的又

は磁気的な障害を与えない設

計とする。 

⑥電12【48 条27】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-20 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

がない場合は、この限りでな

い。（発電所等への取扱者以外

の者の立入の防止） 

 

 

第二十条 高圧又は特別高圧

の電気機械器具、母線等を施

設する発電所には、取扱者以

外の者に電気機械器具、母線

等が危険である旨を表示する

とともに、当該者が容易に構

内に立ち入るおそれがないよ

うに適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

⑥電 13 

 

（架空電線等の高さ） 

第二十一条 架空電線及び架

空電力保安通信線は、接触又

は誘導作用による感電のおそ

れがなく、かつ、交通に支障

を及ぼすおそれがない高さに

施設しなければならない。 

⑥電 14 

 

２ 支線は、交通に支障を及ぼ

すおそれがない高さに施設し

なければならない。 

 

（架空電線による他人の電線

等の作業者への感電の防止） 

第二十二条 架空電線は、他人

の設置した架空電線路又は架

 

 

 

 

 

 電気設備のうち高圧又は特

別高圧の電気機械器具及び母

線等は，取扱者以外の者が容易

に立ち入るおそれがないよう

発電所にフェンス等を設ける

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 電気設備における架空電線

は，接触又は誘導作用による感

電のおそれがなく，かつ，交通

に支障を及ぼすおそれがない

高さに施設する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備のうち高圧又は特

別高圧の電気機械器具及び母

線等は，取扱者以外の者が容易

に立ち入るおそれがないよう

発電所にフェンス等を設ける

設計とする。 

⑥電13【48 条28】 

 

 

 

 

 

 電気設備における架空電線

は，接触又は誘導作用による感

電のおそれがなく，かつ，交通

に支障を及ぼすおそれがない

高さに施設する設計とする。 

⑥電14【48 条29】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-21 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

空弱電流電線路若しくは架空

光ファイバケーブル線路の支

持物を挟んで施設してはなら

ない。ただし、同一支持物に

施設する場合又はその他人の

承諾を得た場合は、この限り

でない。 

 

（架空電線路からの静電誘導

作用又は電磁誘導作用による

感電の防止） 

第二十三条 電力保安通信設

備は、架空電線路からの静電

誘導作用又は電磁誘導作用に

より人体に危害を及ぼすおそ

れがないように施設しなけれ

ばならない。 

 

（ 電力保安通信線の混触の

防止） 

第二十四条 電力保安通信線

は、他の電線又は弱電流電線

等と接近し、若しくは交さす

る場合又は同一支持物に施設

する場合には、他の電線又は

弱電流電線等を損傷するおそ

れがなく、かつ、接触、断線

等によって生じる混触による

感電又は火災のおそれがない

ように施設しなければならな

い。 

⑥電 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備における電力保安

通信線は，他の電線等を損傷す

るおそれがなく，かつ，接触又

は断線によって生じる混触に

よる感電又は火災のおそれが

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備における電力保安

通信線は，他の電線等を損傷す

るおそれがなく，かつ，接触又

は断線によって生じる混触に

よる感電又は火災のおそれが

ない設計とする。 

⑥電15【48 条30】 

 

 

 

 

 

 

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-22 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

（異常電圧による架空電線へ

の障害の防止） 

第二十五条 特別高圧の架空

電線と低圧又は高圧の架空電

線を同一支持物に施設する場

合は、異常時の高電圧の侵入

により低圧側又は高圧側の電

気設備に障害を与えないよ

う、接地その他の適切な措置

を講じなければならない。 

 

２ 特別高圧架空電線路の電

線の上方において、その支持

物に低圧の電気機械器具を施

設する場合は、異常時の高電

圧の侵入により低圧側の電気

設備へ障害を与えないよう、

接地その他の適切な措置を講

じなければならない。 

 

（ ガス絶縁機器等の危険の

防止） 

第二十六条 発電所に施設す

るガス絶縁機器（充電部分が

圧縮絶縁ガスにより絶縁され

た電気機械器具をいう。以下

同じ。）及び開閉器又は遮断器

に使用する圧縮空気装置は、

次の各号により施設しなけれ

ばならない。 

 

一 圧力を受ける部分の材料

及び構造は、最高使用圧力に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備のうちガス絶縁機

器は，最高使用圧力に耐え，か

つ，漏えいがなく，異常な圧力

を検知するとともに，使用する

絶縁ガスは可燃性，腐食性及び

有毒性のない設計とする。 

 

 

 

電気設備のうち開閉器又は

断路器に使用する圧縮空気装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備のうちガス絶縁機

器は，最高使用圧力に耐え，か

つ，漏えいがなく，異常な圧力

を検知するとともに，使用する

絶縁ガスは可燃性，腐食性及び

有毒性のない設計とする。 

⑥電16，⑥電20，⑥電21【48 条

31】 

 

電気設備のうち開閉器又は

断路器に使用する圧縮空気装

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-23 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

対して十分に耐え、かつ、安

全なものであること。 

⑥電 16 

 

二 圧縮空気装置の空気タン

クは、耐食性を有すること。 

⑥電 17 

 

三 圧力が上昇する場合にお

いて、当該圧力が最高使用圧

力に到達する以前に当該圧力

を低下させる機能を有するこ

と。 

⑥電 18 

 

四 圧縮空気装置は、主空気タ

ンクの圧力が低下した場合に

圧力を自動的に回復させる機

能を有すること。 

⑥電 19 

 

五 異常な圧力を早期に検知

できる機能を有すること。 

⑥電 20 

 

六 ガス絶縁機器に使用する

絶縁ガスは、可燃性、腐食性

及び有毒性のないものである

こと。 

⑥電 21 

 

（加圧装置の施設） 

第二十七条 圧縮ガスを使用

置は，最高使用圧力に耐え，か

つ，漏えいがなく，異常な圧力

を検知するとともに，圧力が上

昇した場合に最高使用圧力に

到達する前に圧力を低下させ，

空気タンクの圧力が低下した

場合に圧力を自動的に回復で

きる機能を有し，空気タンクは

耐食性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置は，最高使用圧力に耐え，か

つ，漏えいがなく，異常な圧力

を検知するとともに，圧力が上

昇した場合に最高使用圧力に

到達する前に圧力を低下させ，

空気タンクの圧力が低下した

場合に圧力を自動的に回復で

きる機能を有し，空気タンクは

耐食性を有する設計とする。 

⑥電16，⑥電17，⑥電18，⑥電

19，⑥電21，⑥電22【48 条32】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-24 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

してケーブルに圧力を加える

装置は、次の各号により施設

しなければならない。 

 

一 圧力を受ける部分は、最高

使用圧力に対して十分に耐

え、かつ、安全なものである

こと。 

 

二 自動的に圧縮ガスを供給

する加圧装置であって、故障

により圧力が著しく上昇する

おそれがあるものは、上昇し

た圧力に耐える材料及び構造

であるとともに、圧力が上昇

する場合において、当該圧力

が最高使用圧力に到達する以

前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。 

 

三 圧縮ガスは、可燃性、腐食

性及び有毒性のないものであ

ること。 

 

（水素冷却式発電機の施設） 

第二十八条 水素冷却式の発

電機又はこれに附属する水素

冷却装置は、次の各号により

施設しなければならない。 

 

一 構造は、水素の漏洩又は空

気の混入のおそれがないもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備のうち水素冷却式

発電機は，水素の漏えい又は空

気の混入のおそれがなく，水素

が大気圧で爆発する場合に生

じる圧力に耐える強度を有し，

異常を早期に検知し警報する

機能を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備のうち水素冷却式

発電機は，水素の漏えい又は空

気の混入のおそれがなく，水素

が大気圧で爆発する場合に生

じる圧力に耐える強度を有し，

異常を早期に検知し警報する

機能を有する設計とする。 

⑥電22，⑥電23，⑥電26【48 条

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-25 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

⑥電 22 

 

二 発電機、水素を通ずる管、

弁等は、水素が大気圧で爆発

する場合に生じる圧力に耐え

る強度を有するものであるこ

と。 

⑥電 23 

 

三 発電機の軸封部から水素

が漏洩したときに、漏洩を停

止させ、又は漏洩した水素を

安全に外部に放出できるもの

であること。 

⑥電 24 

 

四 発電機内への水素の導入

及び発電機内からの水素の外

部への放出が安全にできるも

のであること。 

⑥電 25 

 

五 異常を早期に検知し、警報

する機能を有すること。 

⑥電 26 

 

（発変電設備等の損傷による

供給支障の防止） 

第三十条 発電機、燃料電池又

は常用電源として用いる蓄電

池には、当該電気機械器具を

著しく損壊するおそれがあ

り、又は一般送配電事業に係

 

 

電気設備のうち水素冷却式

発電機は，軸封部から漏えいし

た水素を外部に放出でき，発電

機内への水素の導入及び発電

機内からの水素の外部への放

出が安全にできる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備のうち発電機又は

特別高圧の変圧器には，異常が

生じた場合に自動的にこれを

電路から遮断する装置を施設

する設計とする。 

33】 

 

電気設備のうち水素冷却式

発電機は，軸封部から漏えいし

た水素を外部に放出でき，発電

機内への水素の導入及び発電

機内からの水素の外部への放

出が安全にできる設計とする。 

⑥電24，⑥電25【48 条34】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備のうち発電機又は

特別高圧の変圧器には，異常が

生じた場合に自動的にこれを

電路から遮断する装置を施設

する設計とする。 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

26



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-26 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

る電気の供給に著しい支障を

及ぼすおそれがある異常が当

該電気機械器具に生じた場合

（非常用予備発電機にあって

は、非常用炉心冷却装置が作

動した場合を除く。）に自動的

にこれを電路から遮断する装

置を施設しなければならな

い。 

⑥電 27 

 

２ 特別高圧の変圧器には、当

該電気機械器具を著しく損壊

するおそれがあり、又は一般

送配電事業に係る電気の供給

に著しい支障を及ぼすおそれ

がある異常が当該電気機械器

具に生じた場合に自動的にこ

れを電路から遮断する装置の

施設その他の適切な措置を講

じなければならない。 

⑥電 27 

 

（発電機等の機械的強度） 

第三十一条 発電機、変圧器並

びに母線及びこれを支持する

がいしは、短絡電流により生

ずる機械的衝撃に耐えるもの

でなければならない。 

⑥電 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備のうち発電機及び

変圧器等は，短絡電流により生

じる機械的衝撃に耐え，発電機

の回転する部分については非

常調速装置及びその他の非常

停止装置が動作して達する速

度に対し耐える設計とする。 

 

 

⑥電27【48 条35】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備のうち発電機及び

変圧器等は，短絡電流により生

じる機械的衝撃に耐え，発電機

の回転する部分については非

常調速装置及びその他の非常

停止装置が動作して達する速

度に対し耐える設計とする。 

⑥電28，⑥電29【48 条36】 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-27 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

２ 蒸気タービン、ガスタービ

ン又は内燃機関に接続する発

電機の回転する部分は、非常

調速装置及びその他の非常停

止装置が動作して達する速度

に対し、耐えるものでなけれ

ばならない。 

⑥電 29 

 

３ 発電用火力設備に関する

技術基準を定める省令（平成

九年通商産業省令第五十一

号）第十三条第二項の規定は、

蒸気タービンに接続する発電

機について準用する。 

⑥電 30 

 

（常時監視をしない発電所等

の施設） 

第三十二条 異常が生じた場

合に人体に危害を及ぼし、若

しくは物件に損傷を与えるお

それがないよう、異常の状態

に応じた制御が必要となる発

電所、又は一般送配電事業に

係る電気の供給に著しい支障

を及ぼすおそれがないよう、

異常を早期に発見する必要の

ある発電所であって、発電所

の運転に必要な知識及び技能

を有する者が当該発電所又は

これと同一の構内において常

時監視をしないものは、施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，蒸気タービンに接続す

る発電機は，軸受又は軸に発生

しうる最大の振動に対して構

造上十分な機械的強度を有し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

電気設備においては，運転に

必要な知識及び技能を有する

者が発電所構内に常時駐在し，

異常を早期に発見できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，蒸気タービンに接続す

る発電機は，軸受又は軸に発生

しうる最大の振動に対して構

造上十分な機械的強度を有し

た設計とする。 

⑥電30【48 条37】 

 

 

 

 

電気設備においては，運転に

必要な知識及び技能を有する

者が発電所構内に常時駐在し，

異常を早期に発見できる設計

とする。 

⑥電31【48 条38】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-28 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

してはならない。 

⑥電 31 

 

（高圧及び特別高圧の電路の

避雷器等の施設） 

第三十三条 雷電圧による電

路に施設する電気設備の損壊

を防止できるよう、発電所の

架空電線引込口及び引出口又

はこれに近接する箇所には、

避雷器の施設その他の適切な

措置を講じなければならな

い。ただし、雷電圧による当

該電気設備の損壊のおそれが

ない場合は、この限りでない。 

⑥電 32 

 

（電力保安通信設備の施設） 

第三十四条 発電所、変電所、

開閉所、給電所（電力系統の

運用に関する指令を行う所を

いう。）、技術員駐在所その他

の箇所であって、一般送配電

事業に係る電気の供給に対す

る著しい支障を防ぎ、かつ、

保安を確保するために必要な

ものの相互間には、電力保安

通信用電話設備を施設しなけ

ればならない。 

 

２ 電力保安通信線は、機械的

衝撃、火災等により通信の機

能を損なうおそれがないよう

 

 

 

 

 

 電気設備において，発電所の

架空電線引込口及び引出口又

はこれに近接する箇所には，避

雷器を施設する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備における電力保安

通信線は，機械的衝撃又は火災

等により通信の機能を損なう

 

 

 

 

 

 電気設備において，発電所の

架空電線引込口及び引出口又

はこれに近接する箇所には，避

雷器を施設する設計とする。 

⑥電32【48 条43】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備における電力保安

通信線は，機械的衝撃又は火災

等により通信の機能を損なう

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される設計基

準対象施設の対象設備は施設

しないため，記載しない。 

・基本設計方針の記載なし。 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 48条 準用】 
 

  

様式－7（48条）-29 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

紫色：基本設計方針(前)と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

着色：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に関す

る規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（前） 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技

術基準との対比 
備 考 

に施設しなければならない。 

⑥電 33 

 

（災害時における通信の確

保） 

第三十五条 電力保安通信設

備に使用する無線通信用アン

テナ又は反射板（以下この条

において「無線用アンテナ等」

という。）を施設する支持物の

材料及び構造は、風速六十メ

ートル毎秒の風圧荷重を考慮

し、倒壊により通信の機能を

損なうおそれがないように施

設しなければならない。⑥電

34 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おそれがない設計とする。 

 

 

 

 

電気設備において，電力保安

通信設備に使用する無線通信

用アンテナを施設する支持物

の材料及び構造は，風圧荷重を

考慮し，倒壊により通信の機能

を損なうおそれがない設計と

する。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

おそれがない設計とする。 

⑥電33【48 条40】 

 

 

 

電気設備において，電力保安

通信設備に使用する無線通信

用アンテナを施設する支持物

の材料及び構造は，風圧荷重を

考慮し，倒壊により通信の機能

を損なうおそれがない設計と

する。 

⑥電34【48 条41】 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

 

・技術基準規則（準用規定）の

要求事項に対する基本設計方

針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確

化。 

・差異なし 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 48条 準用】 

 

様式－6 

様式－6（48条）-1 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

各条文の設計の考え方 

第 48条（準用） 

１．技術基準の条文、解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

① 

補助ボイラーの設置及

び安全性を損なわない

設計 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― ― 

② 

設計基準対象施設に施

設する補助ボイラーの

耐圧部に関する設計 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
1項 1,2 ― 

③火 

設計基準対象施設に施

設する補助ボイラーに

関する設計 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
1項 5 ― 

④ 

設計基準対象施設に施

設する内燃機関に関す

る設計 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
3項 4 c 

⑤火 

設計基準対象施設に施

設する内燃機関に関す

る設計 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
3項 5 a,b,c 

⑥電 

設計基準対象施設に施

設する電気設備に関す

る設計 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
4項 6 b,d 

⑦ 

補助ボイラーのばい煙

発生の低減に関する設

計 

良質燃料（Ａ重油）を使用するため，ばい

煙を低減する設計である旨を記載する。 
― ― ― 

⑧ 

内燃機関（一般用電気工

作物）の吸排気部に関す

る設計 

内燃機関の給排気部を適切に施設する旨

を記載する。 
― ― ― 

２．設置許可本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  
設置許可添八との重複

記載 

設置許可添八の記載の方がより適切であり，設置許可添八の

記載を採用するため記載しない。 
― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 48条 準用】 

 

様式－6 

様式－6（48条）-2 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

３.設置許可添八のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重複

記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しな

い。 
― 

◇2  
設置許可添八内の重複

記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇3  文章，表又は図の呼込み 
設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載しな

い。 
― 

４．詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 

b 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 

c 強度に関する説明書 

d 常用電源設備の健全性に関する説明書 

※ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

― 安全弁の吹出量計算書（バネ式のものに限る。） 

― 補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図 

― 水循環系統図 

― 補助ボイラーに属する燃料系統図 

― 補助ボイラーの基礎に関する説明書 

― 制御方法に関する説明書 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-1 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

様式－7 

要求事項との対比表（ＳＡ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

 

（準用） 

第七十八条 発電用火力設備に関する

技術基準を定める省令第十九条から

第二十三条までの規定は，重大事故等

対処施設に施設するガスタービンに

ついて，同令第二十五条から第二十九

条までの規定は，重大事故等対処施設

に施設する内燃機関について準用す

る。①，③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用火力設備に関する技術基準

を定める省令 

（平成九年三月二十七日通商産業

省令第五十一号） 

 

（ガスタービン等の構造） 

第十九条 ガスタービンは、非常調

速装置が作動したときに達する回

 

 

 

重大事故等対処施設に施設するガ

スタービン（以下「ガスタービン」

という。）の付属設備に属する容器及

び管は発電用原子炉施設として，「実

用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」の材料及び

構造，安全弁等，耐圧試験等の規定

を満たす設計とする。 

①【78条 1】 

 

重大事故等対処施設に施設する内

燃機関（以下「内燃機関」という。）

の付属設備に属する容器及び管は発

電用原子炉施設として，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則」の材料及び構造，安

全弁等，耐圧試験等の規定を満たす

設計とする。 

③【78 条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービンは，非常調速装置が

作動したときに達する回転速度に対

 

記載無し 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

記載無し 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-2 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

転速度及びガスの温度が著しく上

昇した場合に燃料の流入を自動的

に遮断する装置が作動したときに

達するガス温度に対して構造上十

分な機械的強度及び熱的強度を有

するものでなければならない。 

②火 1 

 

 

 

 

２ ガスタービンの軸受は、運転中

の荷重を安定に支持できるもので

あって、かつ、異常な摩耗、変形

及び過熱が生じないものでなけれ

ばならない。 

②火 2 

 

３ ガスタービン及び発電機その

他の回転体を同一の軸に結合した

もの（ガスタービン及び発電機そ

の他の回転体を同一の軸に結合し

ない場合にあってはガスタービ

ン）の危険速度は、調速装置によ

り調整することができる回転速度

のうち最小のものから非常調速装

置が作動したときに達する回転速

度までの間にあってはならない。

ただし、危険速度における振動が

当該ガスタービンの運転に支障を

及ぼすことのないよう十分な対策

を講じた場合は、この限りでない。

②火 3 

して構造上十分な機械的強度を有す

る設計とする。 

②火 1【78 条 3】 

 

ガスタービンは，ガスの温度が著

しく上昇した場合に燃料の流入を自

動的に遮断する装置が作動したとき

に達するガス温度に対して構造上十

分な熱的強度を有する設計とする。 

②火 1【78 条 4】 

 

ガスタービンの軸受は運転中の荷

重を安定に支持できるものであっ

て，かつ，異常な摩耗，変形及び過

熱が生じない設計とする。 

②火 2【78 条 5】 

 

 

ガスタービンの危険速度は，調速

装置により調整可能な最小の回転速

度から非常調速装置が作動したとき

に達する回転速度までの間に発生し

ないように設計する。 

②火 3【78 条 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-3 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

４ ガスタービン及びその附属設

備（液化ガス設備を除く。第二十

二条において同じ。）の耐圧部分の

構造は、最高使用圧力又は最高使

用温度において発生する最大の応

力に対し安全なものでなければな

らない。この場合において、耐圧

部分に生ずる応力は当該部分に使

用する材料の許容応力を超えては

ならない。 

②火 4 

 

（調速装置） 

第二十条 誘導発電機と結合する

ガスタービン以外のガスタービン

には、その回転速度及び出力が負

荷の変動の際にも持続的に動揺す

ることを防止するため、ガスター

ビンに流入するエネルギーを自動

的に調整する調速装置を設けなけ

ればならない。この場合において、

調速装置は、定格負荷を遮断した

場合に達する回転速度を非常調速

装置が作動する回転速度未満にす

る能力を有するものでなければな

らない。 

②火 5 

 

（非常停止装置） 

第二十一条 ガスタービンには、運

転中に生じた過回転その他の異常

による危害の発生を防止するた

め、その異常が発生した場合にガ

ガスタービンの耐圧部の構造は，

最高使用圧力又は最高使用温度にお

いて発生する耐圧部分に生じる応力

は当該部分に使用する材料の許容応

力以下となる設計とする。 

②火 4【78 条 7】 

 

 

 

 

 

 

 

 ガスタービンは，その回転速度及

び出力が負荷の変動により持続的に

動揺することを防止する調速装置を

設けるとともに，運転中に生じた過

速度その他の異常による設備の破損

を防止するため，その異常が発生し

た場合にガスタービンを安全に停止

させる非常調速装置その他の非常停

止装置を設置する設計とする。 

②火 5，②火 6【78 条 8】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-4 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

スタービンに流入するエネルギー

を自動的かつ速やかに遮断する非

常調速装置その他の非常停止装置

を設けなければならない。 

②火 6 

 

（過圧防止装置） 

第二十二条 ガスタービンの附属

設備であって過圧が生ずるおそれ

のあるものにあっては、その圧力

を逃がすために適当な過圧防止装

置を設けなければならない。 

 

（計測装置） 

第二十三条 ガスタービンには、設

備の損傷を防止するため運転状態

を計測する装置を設けなければな

らない。 

②火 7 

 

（内燃機関等の構造等）  

第二十五条 内燃機関は，非常調速

装置が作動したときに達する回転

速度に対して構造上十分な機械的

強度を有するものでなければなら

ない。 

④火 1 

 

２ 内燃機関の軸受は，運転中の荷

重を安定に支持できるものであっ

て，かつ，異常な摩耗，変形及び

過熱が生じないものでなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービンには，設備の損傷を

防止するために，回転速度，潤滑油

圧力及び潤滑油温度等の運転状態を

計測する装置を設ける設計とする。 

②火 7【78 条 9】 

 

 

内燃機関は，非常調速装置が作動

したときに達する回転速度に対して

構造上十分な機械的強度を有する設

計とする。 

④火 1【78 条 10】 

 

 

内燃機関の軸受は運転中の荷重を

安定に支持できるものであって，か

つ，異常な摩耗，変形及び過熱が生

じない設計とする。 

④火 2【78 条 11】 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-5 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

④火 2 

 

３ 内燃機関及びその附属設備（液

化ガス設備を除く。第二十八条に

おいて同じ。）の耐圧部分の構造

は，最高使用圧力又は最高使用温

度において発生する最大の応力に

対し安全なものでなければならな

い。この場合において，耐圧部分

に生ずる応力は当該部分に使用す

る材料の許容応力を超えてはなら

ない。 

④火 3 

 

４ 内燃機関が一般用電気工作物

である場合であって，屋内その他

酸素欠乏の発生のおそれのある場

所に設置するときは，給排気部を

適切に施設しなければならない。 

 

（調速装置）  

第二十六条 誘導発電機と結合す

る内燃機関以外の内燃機関には，

その回転速度及び出力が負荷の変

動の際にも持続的に動揺すること

を防止するため，内燃機関に流入

する燃料を自動的に調整する調速

装置を設けなければならない。こ

の場合において，調速装置は，定

格負荷を遮断した場合に達する回

転速度を非常調速装置が作動する

回転速度未満にする能力を有する

ものでなければならない。 

 

 

内燃機関の耐圧部の構造は，最高

使用圧力又は最高使用温度において

発生する耐圧部分に生じる応力は当

該部分に使用する材料の許容応力以

下となる設計とする。 

④火 3【78 条 12】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内燃機関は，その回転速度及び出

力が負荷の変動により持続的に動揺

することを防止する調速装置を設け

るとともに，運転中に生じた過速度

その他の異常による設備の破損を防

止するため，その異常が発生した場

合に内燃機関を安全に停止させる非

常調速装置その他の非常停止装置を

設置する設計とする。 

④火 4，④火 5【78 条 13】 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-6 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

④火 4 

 

（非常停止装置）  

第二十七条 内燃機関には，運転中

に生じた過回転その他の異常によ

る危害の発生を防止するため，そ

の異常が発生した場合に内燃機関

に流入する燃料を自動的かつ速や

かに遮断する非常調速装置その他

の非常停止装置を設けなければな

らない。 

④火 5 

 

（過圧防止装置）  

第二十八条 内燃機関及びその附

属設備であって過圧が生ずるおそ

れのあるものにあっては，その圧

力を逃がすために適当な過圧防止

装置を設けなければならない。  

④火 6 

 

（計測装置）  

第二十九条 内燃機関には，設備の

損傷を防止するため運転状態を計

測する装置を設けなければならな

い。④火 7 

  

２ 内燃機関が一般用電気工作物

である場合には，前項の規定は適

用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内燃機関及びその附属設備であっ

て過圧が生じるおそれのあるものに

は，適切な過圧防止装置を設ける設

計とする。 

④火 6【78 条 14】  

 

 

 

内燃機関には，設備の損傷を防止

するために，回転速度，潤滑油圧力

及び潤滑油温度等の運転状態を計測

する装置を設ける設計とする。 

④火 7【78 条 15】 

 

 

 

 

 

可搬型の非常用発電装置の内燃機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

・可搬形発電設備技術基準（以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-7 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 原子力発電工作物に係る電気設備

に関する技術基準を定める命令第四

条から第十六条まで，第十九条から第

二十八条まで及び第三十条から第三

十五条までの規定は，重大事故等対処

施設に施設する電気設備について準

用する。 

関は，流入する燃料を自動的に調整

する調速装置並びに軸受が異常な摩

耗，変形及び過熱が生じないよう潤

滑油装置を設ける設計とする。 

⑤【78 条 16】 

 

可搬型の非常用発電装置の内燃機

関は，回転速度，潤滑油圧力及び潤

滑油温度等の運転状態を計測する装

置を設ける設計とする。 

⑤【78 条 17】 

 

可搬型の非常用発電装置の内燃機

関は，回転速度が著しく上昇した場

合及び冷却水温度が著しく上昇した

場合等に自動的に停止する設計とす

る。 

⑤【78 条 18】 

 

可搬型の非常用発電装置の強度に

ついては，完成品として一般産業品

規格で規定される温度試験等を実施

し，定格負荷状態において十分な強

度を有する設計とする。 

⑤【78 条 19】  

 

 

 

 

 

 

 

 

「NEGA」という。）の要求事項に対す

る基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

・NEGAの要求事項に対する基本設計

方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

・NEGAの要求事項に対する基本設計

方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・NEGAの要求事項に対する基本設計

方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.2可搬型重大事故等対処設備 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.2可搬型重大事故等対処設備 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.2可搬型重大事故等対処設備 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設

計条件 

5.7.2可搬型重大事故等対処設備 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-8 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

原子力発電工作物に係る電気設備

に関する技術基準を定める命令 

（平成二十四年九月十四日経済産

業省令第七十号） 

 

（電気設備における感電，火災等

の防止）  

第四条 電気設備は，感電，火災そ

の他人体に危害を及ぼし，又は物

件に損傷を与えるおそれがないよ

うに施設しなければならない。 

⑥電 1 

 

（電路の絶縁）  

第五条 電路は，大地から絶縁しな

ければならない。ただし，構造上

やむを得ない場合であって通常予

見される使用形態を考慮し危険の

おそれがない場合，又は混触によ

る高電圧の侵入等の異常が発生し

た際の危険を回避するための接地

その他の保安上必要な措置を講ず

る場合は，この限りでない。  

⑥電 2 

 

２ 前項の場合にあっては，その絶

縁性能は事故時に想定される異常

電圧を考慮し，絶縁破壊による危

険のおそれがないものでなければ

ならない。 

⑥電 2 

  

３ 変成器内の巻線と当該変成器

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施設に施設する電

気設備（以下「電気設備」という。）

は，感電又は火災のおそれがないよ

うに接地し，充電部分に容易に接触

できない設計とする。 

⑥電 1【78 条 20】 

 

電気設備は，電路を絶縁し，電線

等が接続部分において電気抵抗を増

加させないように端子台等により接

続するほか，期待される使用状態に

おいて断線のおそれがない設計とす

る。 

⑥電 2，⑥電 3，⑥電 4【78 条 21】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-9 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

内の他の巻線との間の絶縁性能

は，事故時に想定される異常電圧

を考慮し，絶縁破壊による危険の

おそれがないものでなければなら

ない。 

⑥電 2  

 

（電線等の断線の防止）  

第六条 電線，支線，架空地線，弱

電流電線等（弱電流電線及び光フ

ァイバケーブルをいう。以下同

じ。）その他の電気設備の保安のた

めに施設する線は，通常の使用状

態において断線のおそれがないよ

うに施設しなければならない。⑥

電 3 

 

（電線の接続）  

第七条 電線を接続する場合は，接

続部分において電線の電気抵抗を

増加させないように接続するほ

か，絶縁性能の低下（裸電線を除

く。）及び通常の使用状態において

断線のおそれがないようにしなけ

ればならない。 

⑥電 4  

 

（電気機械器具の熱的強度）  

第八条 電路に施設する電気機械

器具は，通常の使用状態において

その電気機械器具に発生する熱に

耐えるものでなければならない。

⑥電 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備における電路に施設する

電気機械器具は，期待される使用状

態において発生する熱に耐えるもの

とし，高圧の電気機械器具について

は，可燃性の物と隔離する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 
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様式－7（78条）-10 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

（高圧又は特別高圧の電気機械器

具の危険の防止）  

第九条 高圧又は特別高圧の開閉

器，遮断器，避雷器その他これら

に類する器具であって，動作時に

アークを生ずるものは，火災のお

それがないよう，木製の壁又は天

井その他の可燃性の物から離して

施設しなければならない。ただし，

耐火性の物で両者の間を隔離した

場合は，この限りでない。 

⑥電 6 

 

（電気設備の接地）  

第十条 電気設備の必要な箇所に

は，異常時の電位上昇，高電圧の

侵入等による感電，火災その他人

体に危害を及ぼし，又は物件への

損傷を与えるおそれがないよう，

接地その他の適切な措置を講じな

ければならない。ただし，電路に

係る部分にあっては，第五条第一

項の規定に定めるところによりこ

れを行わなければならない。  

⑥電 7 

 

（電気設備の接地の方法）  

第十一条  電気設備に接地を施

す場合は，電流が安全かつ確実に

大地に通ずることができるように

しなければならない。 

⑥電 8 

る。 

⑥電 5，⑥電 6【78 条 22】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備は，電流が安全かつ確実

に大地に通じることができるよう，

適切な箇所に接地を施す設計とす

る。 

⑥電 7，⑥電 8【78 条 23】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 
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5.8電気設備の設計条件 
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故等対処施設 
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様式－7（78条）-11 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

 

第二款 異常の予防及び保護対策  

（特別高圧電路等と結合する変圧

器等の火災等の防止）  

第十二条 高圧又は特別高圧の電

路と低圧の電路とを結合する変圧

器は，高圧又は特別高圧の電圧の

侵入による低圧側の電気設備の損

傷，感電又は火災のおそれがない

よう，当該変圧器における適切な

箇所に接地を施さなければならな

い。ただし，施設の方法又は構造

によりやむを得ない場合であっ

て，変圧器から離れた箇所におけ

る接地その他の適切な措置を講ず

ることにより低圧側の電気設備の

損傷，感電又は火災のおそれがな

い場合は，この限りでない。  

⑥電 9 

 

２  変圧器によって特別高圧の

電路に結合される高圧の電路に

は，特別高圧の電圧の侵入による

高圧側の電気設備の損傷，感電又

は火災のおそれがないよう，接地

を施した放電装置の施設その他の

適切な措置を講じなければならな

い。 ⑥電 9 

 

（過電流からの電線及び電気機械

器具の保護対策）  

第十三条 電路の必要な箇所には，

過電流による過熱焼損から電線及

 

 

 

 

電気設備における高圧の電路と低

圧の電路とを結合する変圧器には，

適切な箇所に接地を施し，変圧器に

より特別高圧の電路に結合される高

圧の電路には，避雷器を施設する設

計とする。 

⑥電 9【78 条 24】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備は，電路の必要な箇所に

過電流遮断器又は地絡遮断器を施設

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 
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5.8電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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様式－7（78条）-12 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

び電気機械器具を保護し，かつ，

火災の発生を防止できるよう，過

電流遮断器を施設しなければなら

ない。⑥電 10 

 

（地絡に対する保護対策）  

第十四条 電路には，地絡が生じた

場合に，電線若しくは電気機械器

具の損傷，感電又は火災のおそれ

がないよう，地絡遮断器の施設そ

の他の適切な措置を講じなければ

ならない。ただし，電気機械器具

を乾燥した場所に施設する等地絡

による危険のおそれがない場合

は，この限りでない。⑥電 11 

 

（電気設備の電気的，磁気的障害

の防止）  

第十五条 電気設備は，他の電気設

備その他の物件の機能に電気的又

は磁気的な障害を与えないように

施設しなければならない。⑥電 12 

 

（高周波利用設備への障害の防

止）  

第十六条 高周波利用設備（電路を

高周波電流の伝送路として利用す

るものに限る。以下この条におい

て同じ。）は，他の高周波利用設備

の機能に継続的かつ重大な障害を

及ぼすおそれがないように施設し

なければならない。  

 

する設計とする。 

⑥電 10，⑥電 11【78 条 25】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備は，他の電気設備その他

の物件の機能に電気的又は磁気的な

障害を与えない設計とする。 

⑥電 12【78 条 26】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 
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5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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様式－7（78条）-13 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

（架空電線の感電の防止）  

第十九条 低圧又は高圧の架空電

線には，感電のおそれがないよう，

使用電圧に応じた絶縁性能を有す

る絶縁電線又はケーブルを使用し

なければならない。ただし，通常

予見される使用形態を考慮し，感

電のおそれがない場合は，この限

りでない。  

 

（発電所等への取扱者以外の者の

立入の防止）  

第二十条 高圧又は特別高圧の電

気機械器具，母線等を施設する発

電所には，取扱者以外の者に電気

機械器具，母線等が危険である旨

を表示するとともに，当該者が容

易に構内に立ち入るおそれがない

ように適切な措置を講じなければ

ならない。 

⑥電 13 

（架空電線等の高さ）  

第二十一条 架空電線及び架空電

力保安通信線は，接触又は誘導作

用による感電のおそれがなく，か

つ，交通に支障を及ぼすおそれが

ない高さに施設しなければならな

い。  

２ 支線は，交通に支障を及ぼすお

それがない高さに施設しなければ

ならない。  

 

（架空電線による他人の電線等の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備のうち高圧の電気機械器

具及び母線等は，取扱者以外の者が

容易に立ち入るおそれがないよう発

電所にフェンス等を設ける設計とす

る。 

⑥電 13【78 条 27】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 
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5.8電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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様式－7（78条）-14 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

作業者への感電の防止）  

第二十二条 架空電線は，他人の設

置した架空電線路又は架空弱電流

電線路若しくは架空光ファイバケ

ーブル線路の支持物を挟んで施設

してはならない。ただし，同一支

持物に施設する場合又はその他人

の承諾を得た場合は，この限りで

ない。  

 

（架空電線路からの静電誘導作用

又は電磁誘導作用による感電の防

止）  

第二十三条 電力保安通信設備は，

架空電線路からの静電誘導作用又

は電磁誘導作用により人体に危害

を及ぼすおそれがないように施設

しなければならない。 

  

（電力保安通信線の混触の防止）  

第二十四条 電力保安通信線は，他

の電線又は弱電流電線等と接近

し，若しくは交さする場合又は同

一支持物に施設する場合には，他

の電線又は弱電流電線等を損傷す

るおそれがなく，かつ，接触，断

線等によって生じる混触による感

電又は火災のおそれがないように

施設しなければならない。  

 

（異常電圧による架空電線への障

害の防止）  

第二十五条 特別高圧の架空電線

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 
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様式－7（78条）-15 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

と低圧又は高圧の架空電線を同一

支持物に施設する場合は，異常時

の高電圧の侵入により低圧側又は

高圧側の電気設備に障害を与えな

いよう，接地その他の適切な措置

を講じなければならない。 

  

２ 特別高圧架空電線路の電線の

上方において，その支持物に低圧

の電気機械器具を施設する場合

は，異常時の高電圧の侵入により

低圧側の電気設備へ障害を与えな

いよう，接地その他の適切な措置

を講じなければならない。  

 

（ガス絶縁機器等の危険の防止）  

第二十六条 発電所に施設するガ

ス絶縁機器（充電部分が圧縮絶縁

ガスにより絶縁された電気機械器

具をいう。以下同じ。）及び開閉器

又は遮断器に使用する圧縮空気装

置は，次の各号により施設しなけ

ればならない。 

  

一 圧力を受ける部分の材料及び

構造は，最高使用圧力に対して十

分に耐え，かつ，安全なものであ

ること。 

  

二  圧縮空気装置の空気タンク

は，耐食性を有すること。  

 

三 圧力が上昇する場合において，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-16 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

当該圧力が最高使用圧力に到達す

る以前に当該圧力を低下させる機

能を有すること。  

 

四 圧縮空気装置は，主空気タンク

の圧力が低下した場合に圧力を自

動的に回復させる機能を有するこ

と。  

 

五 異常な圧力を早期に検知でき

る機能を有すること。  

 

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁

ガスは，可燃性，腐食性及び有毒

性のないものであること。  

 

（加圧装置の施設）  

第二十七条 圧縮ガスを使用して

ケーブルに圧力を加える装置は，

次の各号により施設しなければな

らない。  

 

一 圧力を受ける部分は，最高使用

圧力に対して十分に耐え，かつ，

安全なものであること。  

 

二 自動的に圧縮ガスを供給する

加圧装置であって，故障により圧

力が著しく上昇するおそれがある

ものは，上昇した圧力に耐える材

料及び構造であるとともに，圧力

が上昇する場合において，当該圧

力が最高使用圧力に到達する以前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-17 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

に当該圧力を低下させる機能を有

すること。  

 

三 圧縮ガスは，可燃性，腐食性及

び有毒性のないものであること。  

 

（水素冷却式発電機の施設）  

第二十八条 水素冷却式の発電機

又はこれに附属する水素冷却装置

は，次の各号により施設しなけれ

ばならない。  

 

一 構造は，水素の漏洩又は空気の

混入のおそれがないものであるこ

と。  

 

二 発電機，水素を通ずる管，弁等

は，水素が大気圧で爆発する場合

に生じる圧力に耐える強度を有す

るものであること。  

 

三 発電機の軸封部から水素が漏

洩したときに，漏洩を停止させ，

又は漏洩した水素を安全に外部に

放出できるものであること。  

 

四 発電機内への水素の導入及び

発電機内からの水素の外部への放

出が安全にできるものであるこ

と。  

五 異常を早期に検知し，警報する

機能を有すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-18 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

（発変電設備等の損傷による供給

支障の防止）  

第三十条 発電機，燃料電池又は常

用電源として用いる蓄電池には，

当該電気機械器具を著しく損壊す

るおそれがあり，又は一般送配電

事業に係る電気の供給に著しい支

障を及ぼすおそれがある異常が当

該電気機械器具に生じた場合（非

常用予備発電機にあっては，非常

用炉心冷却装置が作動した場合を

除く。）に自動的にこれを電路から

遮断する装置を施設しなければな

らない。  

⑥電 14 

 

２ 特別高圧の変圧器には，当該電

気機械器具を著しく損壊するおそ

れがあり，又は一般送配電事業に

係る電気の供給に著しい支障を及

ぼすおそれがある異常が当該電気

機械器具に生じた場合に自動的に

これを電路から遮断する装置の施

設その他の適切な措置を講じなけ

ればならない。  

 

（発電機等の機械的強度）  

第三十一条 発電機，変圧器並びに

母線及びこれを支持するがいし

は，短絡電流により生ずる機械的

衝撃に耐えるものでなければなら

ない。 

⑥電 15 

 

 

 電気設備のうち発電機には，異常

が生じた場合に自動的にこれを電路

から遮断する装置を施設する設計と

する。 

⑥電 14【78 条 28】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備のうち発電機及び変圧器

等は，短絡電流により生じる機械的

衝撃に耐え，発電機の回転する部分

については非常調速装置及びその他

の非常停止装置が動作して達する速

度に対し耐える設計とする。 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-19 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

  

２  蒸気タービン，ガスタービン

又は内燃機関に接続する発電機の

回転する部分は，非常調速装置及

びその他の非常停止装置が動作し

て達する速度に対し，耐えるもの

でなければならない。  

⑥電 16 

 

３  発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令 （平成九年通

商産業省令第五十一号）第十三条

第二項 の規定は，蒸気タービンに

接続する発電機について準用す

る。 

 

（常時監視をしない発電所等の施

設）  

第三十二条 異常が生じた場合に

人体に危害を及ぼし，若しくは物

件に損傷を与えるおそれがないよ

う，異常の状態に応じた制御が必

要となる発電所，又は一般送配電

事業に係る電気の供給に著しい支

障を及ぼすおそれがないよう，異

常を早期に発見する必要のある発

電所であって，発電所の運転に必

要な知識及び技能を有する者が当

該発電所又はこれと同一の構内に

おいて常時監視をしないものは，

施設してはならない。⑥電 17 

 

（高圧及び特別高圧の電路の避雷

⑥電 15，⑥電 16【78 条 29】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電気設備においては，運転に必要

な知識及び技能を有する者が発電所

構内に常時駐在し，異常を早期に発

見できる設計とする。 

⑥電 17【78 条 30】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

・技術基準規則（準用規則）の要求

事項に対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-20 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

器等の施設）  

第三十三条 雷電圧による電路に

施設する電気設備の損壊を防止で

きるよう，発電所の架空電線引込

口及び引出口又はこれに近接する

箇所には，避雷器の施設その他の

適切な措置を講じなければならな

い。ただし，雷電圧による当該電

気設備の損壊のおそれがない場合

は，この限りでない。  

 

（電力保安通信設備の施設）  

第三十四条 発電所，変電所，開閉

所，給電所（電力系統の運用に関

する指令を行う所をいう。），技術

員駐在所その他の箇所であって，

一般送配電事業に係る電気の供給

に対する著しい支障を防ぎ，かつ，

保安を確保するために必要なもの

の相互間には，電力保安通信用電

話設備を施設しなければならな

い。  

 

２ 電力保安通信線は，機械的衝

撃，火災等により通信の機能を損

なうおそれがないように施設しな

ければならない。  

 

（災害時における通信の確保）  

第三十五条 電力保安通信設備に

使用する無線通信用アンテナ又は

反射板（以下この条において「無

線用アンテナ等」という。）を施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 

 

 

・設置変更許可に記載なし。 

・準用規定が適用される重大事故等

対処施設の対象設備は施設しないた

め，記載しない。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 78条 準用】 

 
 

様式－7（78条）-21 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び技術基

準との対比 
備 考 

する支持物の材料及び構造は，風

速六十メートル毎秒の風圧荷重を

考慮し，倒壊により通信の機能を

損なうおそれがないように施設し

なければならない。 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 可搬型の非常用発電装置の発電機

は，電気的・機械的に十分な性能を

持つ絶縁巻線を使用し，耐熱性及び

耐湿性を考慮した絶縁処理を施す設

計とする。 

⑦【78 条 31】 

可搬型の非常用発電装置の発電機

は，過電流が発生した場合等に自動

的に停止する設計とする。 

⑦【78 条 32】 

 

可搬型の非常用発電装置の発電機

は，定格出力のもとで 1 時間運転し，

安定した運転が維持されることを確

認した設備とする。 

⑦【78 条 33】 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・NEGAの要求事項に対する基本設計

方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

・NEGAの要求事項に対する基本設計

方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

・NEGAの要求事項に対する基本設計

方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.2可搬型重大事故等対処設備 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.2可搬型重大事故等対処設備 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5.8電気設備の設計条件 

5.8.2可搬型重大事故等対処設備 

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 78条 準用】 

 

様式－6 

様式－6（78条）-1 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

各条文の設計の考え方 

第 78条（準用） 

１．技術基準の条文、解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方(理由) 項-号 解釈 説明資料等 

① 

重大事故等対処施設に

施設するガスタービン

に関する設計 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― b 

②火 

重大事故等対処施設に

施設するガスタービン

に関する設計 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― a,b 

③ 

重大事故等対処施設に

施設する内燃機関に関

する設計 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― b 

④火 

重大事故等対処施設に

施設する内燃機関に関

する設計 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
1項 ― a,b 

⑤ 

可搬型重大事故等対処

設備の内燃機関に関す

る設計 

準用規定を受けない可搬型重大事故等対

処設備の内燃機関について記載する。 
― ― a,b 

⑥電 

重大事故等対処施設に

施設する電気設備に関

する設計 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 
2項 ― a 

⑦ 

可搬型重大事故等対処

設備の電気設備に関す

る設計 

準用規定を受けない可搬型重大事故等対

処設備の電気設備について記載する。 
― ― a 

２．設置許可本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

― なし ― ― 

３.設置許可添八のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

― なし ― ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 78条 準用】 

様式－6 

様式－6（78条）-2 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

４．詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 

b 強度に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目）の基本設計方針） 

  

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所７号機 島根原子力発電所 ２号機  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相違No. 相違理由

① 島根２号機は，重大事故等対処施設としてガスタービンを施設している

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

56



東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所７号機 島根原子力発電所 ２号機 備考 

5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件（第 48条，第 78条） 

5.7.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する

内燃機関（以下「内燃機関」という。）及び重大事故等対

処施設に施設するガスタービン（以下「ガスタービン」と

いう。）は，非常調速装置が作動したときに達する回転速

度に対して構造上十分な機械的強度を有する設計とす

る。【48 条 15】【78 条 3】【78 条 10】 

ガスタービンは，ガスの温度が著しく上昇した場合に

燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに達

するガス温度に対して構造上十分な熱的強度を有する設

計とする。【78 条 4】 

内燃機関及びガスタービンの軸受は運転中の荷重を安

定に支持できるものであって，かつ，異常な摩耗，変形及

び過熱が生じない設計とする。【48 条 16】【78 条 5】【78 

条 11】 

ガスタービンの危険速度は，調速装置により調整可能

な最小の回転速度から非常調速装置が作動したときに達

する回転速度までの間に発生しないように設計する。【78 

条 6】 

内燃機関及びガスタービンの耐圧部の構造は，最高使

用圧力又は最高使用温度において発生する耐圧部分に生

じる応力は当該部分に使用する材料の許容応力以下とな

る設計とする。【48 条 17】【78 条 7】【78 条 12】 

内燃機関を屋内に設置するときは，酸素欠乏の発生の

おそれのないように，給排気部を設ける設計とする。【48 

条 39】 

内燃機関及びガスタービンは，その回転速度及び出力

が負荷の変動により持続的に動揺することを防止する調

速装置を設けるとともに，運転中に生じた過速度その他

の異常による設備の破損を防止するため，その異常が発

生した場合に内燃機関及びガスタービンを安全に停止さ

せる非常調速装置その他の非常停止装置を設置する設計

とする。【48 条 18】【78 条 8】【78 条 13】 

内燃機関及びその附属設備であって過圧が生じるおそ

れのあるものには，適切な過圧防止装置を設ける設計と

・設備構成の相違

【東海第二】 

島根２号機は，重大事

故等対処施設としてガ

スタービンを施設して

いる 

（以下①の相違） 

・設備構成の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備構成の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備構成の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備構成の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備構成の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備構成の相違

【東海第二】 

①の相違
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東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所７号機 島根原子力発電所 ２号機 備考 

する。【48 条 19】【78 条 14】 

内燃機関及びガスタービンには，設備の損傷を防止す

るために，回転速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運

転状態を計測する装置を設ける設計とする。【48 条 20】

【78 条 9】【78 条 15】 

内燃機関及びガスタービンの附属設備に属する容器及

び管は発電用原子炉施設として，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」の材料及び構造，

安全弁等，耐圧試験等の規定を満たす設計とする。【48 条

14】【78条 1】【78 条 2】 

5.7.2 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，流入する燃料

を自動的に調整する調速装置並びに軸受が異常な摩耗，

変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設ける設計と

する。【78 条 16】 

可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度，潤

滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態を計測する装置を

設ける設計とする。【78 条 17】 

可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度が著

しく上昇した場合及び冷却水温度が著しく上昇した場合

等に自動的に停止する設計とする。【78 条 18】 

可搬型の非常用発電装置の強度については，完成品と

して一般産業品規格で規定される温度試験等を実施し，

定格負荷状態において十分な強度を有する設計とする。

【78 条 19】 

5.8 電気設備の設計条件（第 48条，第 78条） 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設する

電気設備（以下「電気設備」という。）は，感電又は火災

のおそれがないように接地し，充電部分に容易に接触で

きない設計とする。【48 条 21】【78 条 20】 

電気設備は，電路を絶縁し，電線等が接続部分におい

て電気抵抗を増加させないように端子台等により接続す

るほか，期待される使用状態において断線のおそれがな

い設計とする。【48 条 22】【78 条 21】 

・設備構成の相違

【東海第二】 

①の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 
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東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所７号機 島根原子力発電所 ２号機 備考 

電気設備における電路に施設する電気機械器具は，期

待される使用状態において発生する熱に耐えるものと

し，高圧又は特別高圧の電気機械器具については，可燃

性の物と隔離する設計とする。【48 条 23】【78 条 22】 

電気設備は，電流が安全かつ確実に大地に通じること

ができるよう，適切な箇所に接地を施す設計とする。【48 

条 24】【78 条 23】 

電気設備における高圧の電路と低圧の電路とを結合す

る変圧器には，適切な箇所に接地を施し，変圧器により

特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，避雷器を

施設する設計とする。【48 条 25】【78 条 24】 

電気設備は，電路の必要な箇所に過電流遮断器又は地

絡遮断器を施設する設計とする。【48 条 26】【78 条 25】 

電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計とする。【48 条 27】

【78 条 26】 

電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械器具及び

母線等は，取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがな

いよう発電所にフェンス等を設ける設計とする。【48 条

28】【78 条 27】 

電気設備における架空電線は，接触又は誘導作用によ

る感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそ

れがない高さに施設する設計とする。【48 条 29】 

電気設備における電力保安通信線は，他の電線等を損

傷するおそれがなく，かつ，接触又は断線によって生じ

る混触による感電又は火災のおそれがない設計とする。

【48 条 30】 

電気設備のうちガス絶縁機器は，最高使用圧力に耐え，

かつ，漏えいがなく，異常な圧力を検知するとともに，使

用する絶縁ガスは可燃性，腐食性及び有毒性のない設計

とする。【48 条 31】 

電気設備のうち開閉器又は断路器に使用する圧縮空気

装置は，最高使用圧力に耐え，かつ，漏えいがなく，異常

な圧力を検知するとともに，圧力が上昇した場合に最高

使用圧力に到達する前に圧力を低下させ，空気タンクの

圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復できる機能を

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機は開閉器

又は断路器に使用する

圧縮空気装置を設置し
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東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所７号機 島根原子力発電所 ２号機 備考 

有し，空気タンクは耐食性を有する設計とする。【48 条

32】 

電気設備のうち水素冷却式発電機は，水素の漏えい又

は空気の混入のおそれがなく，水素が大気圧で爆発する

場合に生じる圧力に耐える強度を有し，異常を早期に検

知し警報する機能を有する設計とする。【48 条 33】 

電気設備のうち水素冷却式発電機は，軸封部から漏え

いした水素を外部に放出でき，発電機内への水素の導入

及び発電機内からの水素の外部への放出が安全にできる

設計とする。【48 条 34】 

電気設備のうち発電機又は特別高圧の変圧器には，異

常が生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置

を施設する設計とする。【48 条 35】【78 条 28】 

電気設備のうち発電機及び変圧器等は，短絡電流によ

り生じる機械的衝撃に耐え，発電機の回転する部分につ

いては非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作し

て達する速度に対し耐える設計とする。【48 条 36】【78 

条 29】 

また，蒸気タービンに接続する発電機は，軸受又は軸

に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強

度を有した設計とする。【48 条 37】 

電気設備においては，運転に必要な知識及び技能を有

する者が発電所構内に常時駐在し，異常を早期に発見で

きる設計とする。【48 条 38】【78 条 30】 

電気設備において，発電所の架空電線引込口及び引出

口又はこれに近接する箇所には，避雷器を施設する設計

とする。【48 条 43】 

電気設備における電力保安通信線は，機械的衝撃又は

火災等により通信の機能を損なうおそれがない設計とす

る。【48 条 40】 

電気設備において，電力保安通信設備に使用する無線

通信用アンテナを施設する支持物の材料及び構造は，風

圧荷重を考慮し，倒壊により通信の機能を損なうおそれ

がない設計とする。【48 条 41】 

5.8.2 可搬型重大事故等対処設備 

ている 

・設備の相違

【柏崎７】 

島根２号機は，災害時

の通信確保として無線

通信用アンテナを使用

する 
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東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所７号機 島根原子力発電所 ２号機 備考 

可搬型の非常用発電装置の発電機は，電気的・機械的

に十分な性能を持つ絶縁巻線を使用し，耐熱性及び耐湿

性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。【78 条 31】 

可搬型の非常用発電装置の発電機は，過電流が発生し

た場合等に自動的に停止する設計とする。【78 条 32】 

可搬型の非常用発電装置の発電機は，定格出力のもと

で 1 時間運転し，安定した運転が維持されることを確認

した設備とする。【78 条 33】 

・設備の相違

【東海第二】 

可搬型の非常用発電

装置は一般産業品であ

り，緊急時対策所用発電

機と可搬式窒素供給装

置用発電機について保

護装置の設計が異なる 
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先行審査プラントの記載との比較表（補助ボイラの基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

着色・・補正からの変更箇所 

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

第２章 個別項目 

1. 補助ボイラ

1.1 補助ボイラの機能 

発電用原子炉施設には，設計基準事故に至るまでの間に想

定される使用条件として，液体廃棄物処理系，タンクの保温

用等及び主蒸気が使用できない場合の原子炉施設の起動及び

停止時にタービングランドのシール及び空気抽出器駆動に必

要な蒸気を供給する能力を有する補助ボイラ（「1，2号機共用」

（以下同じ。））を設置する。 

補助ボイラは，発電用原子炉施設の安全性を損なわない設

計とする。【48条1】 

1.2 補助ボイラの設計条件 

補助ボイラは，ボイラ本体，重油燃焼装置，通風装置，給

水設備，自動燃焼制御装置，缶水処理装置等で構成し，蒸気

を蒸気だめより所内蒸気系母管を経て，蒸気を使用する各機

器に供給できる設計とする。蒸気使用機器で使用される蒸気

のうち回収できるものは，所内蒸気回収ドレンより補助ボイ

ラの給水タンクに集め，ボイラ用水として再使用し，給水使

用量を低減できる設計とする。【48 条 9】 

補助ボイラは，長期連続運転及び負荷変動に対応できる設

計とし，設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に想定

される全ての環境条件において，その機能を発揮できる設計

とするとともに，補助ボイラの健全性及び能力を確認するた

め，必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができる

よう設計する。【48 条 10】 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラ及びその附属設備

の耐圧部分に使用する材料は，安全な化学的成分及び機械的

強度を有するとともに，耐圧部分の構造は，最高使用圧力及

び最高使用温度において，発生する応力に対して安全な設計

とする。【48 条 7】 

設計基準対象施設に施設する補助ボイラに属する主要な耐

圧部の溶接部は，次のとおりとし，使用前事業者検査により

適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。 

【48 条 2】 

・記載方針の相違

【東海第二，柏崎７】 

 島根２号機は，設置

(変更) 許可を踏まえた

負荷を記載している 

・設備の相違

【柏崎７】 

島根２号機は，重油ボ

イラを使用している

・工事計画の申請範囲の

相違 

【東海第二】 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

(1)不連続で特異な形状でない設計とする。【48 条 3】

(2)溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接

部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非

破壊試験により確認する。【48 条 4】

(3)適切な強度を有する設計とする。【48 条5】

(4)適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士であ

ることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認

する。【48 条 6】

補助ボイラの缶体には，圧力の上昇による設備の損傷防止

のため，最大蒸発量と同等容量以上の安全弁を設ける設計と

する。 

補助ボイラの缶体には，圧力の上昇による設備の損傷防止

のため，ドラム内水位，ドラム内圧力等の運転状態を計測す

る装置を設ける設計とする。【48 条8】 

補助ボイラは，補助ボイラの最大連続蒸発時において，熱

的損傷が生ずることのないよう水を供給できる適切な容量の

給水設備を設け，給水の入口及び蒸気の出口については，流

路を速やかに遮断できる設計とする。【48 条11】 

補助ボイラは，ボイラ水の濃縮を防止し，及び水位を調整

するために，補助ボイラ水を抜くことができる設計とする。

【48 条12】 

補助ボイラから排出されるばい煙については，良質燃料（Ａ

重油）を使用することにより，硫黄酸化物排出量，窒素酸化

物濃度及びばいじん濃度を低減する設計とする。【48 条42】 

 新検査制度施行に伴

い，検査名称を適正化し

たことによる差異 

・設備の相違

【柏崎７】 

島根２号機は，重油ボ

イラを使用している
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